
第八　鳥獣保護事業に関する普及啓発に関する事項

 　１　鳥獣保護思想の普及
　　（１）　方針
　　　　　　第９次鳥獣保護事業計画では、野生生物保護啓発ポスター（愛鳥週間ポスター）募集、自然環境室のホームページ（みえの自然楽校）等により、野
　　　　 生鳥獣保護思想の普及を実施してきたが、本計画では、引き続き、広く自然保護思想の普及啓発に努める。
　　　　　　また、傷病鳥獣の保護の実施に当たっては、三重県獣医師会との連携を図るとともに、傷病野生鳥獣救護ボランティアの支援を受けて、効果的に救
　　　　 護を行うよう努める。

　　（２）　事業の年間計画
（第３７表）

 

　　（３）　愛鳥週間行事等の計画
（第３８表）

野生生物鳥に関する環境学習

１１月 １２月７月 ８月

平 成 ２ １ 年 度 平 成 ２ ２ 年 度

３月 備　　考１月 ２月１０月９月

平 成 １ ９ 年 度 平 成 ２ ０ 年 度

４月 ５月 ６月事　　業　　内　　容

野生生物保護啓発ポスター募集

三重県レッドデータブック２００５による普及

野生生物保護啓発ポスター展示

みえの自然楽校による普及
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ポスター募集及び展示会愛鳥週間行事 ポスター募集及び展示会 ポスター募集及び展示会 ポスター募集及び展示会 ポスター募集及び展示会

平 成 ２ ３ 年 度年　　　度



 　２　野鳥の森の整備

（第３９表）

 　3　愛鳥モデル校の指定
　　（１）　方針
　　　　　　第８次鳥獣保護事業計画以降においては、広く自然全般に親しみ、自然の仕組みを理解し、自然保護思想の普及に努めるため、野生生物保護モデ
　　　　 ル校として指定を行ってきた。
　　　　　　本計画においては、既設の野生生物保護モデル校と併せて、その他の学校等に対しても活動に対する指導及び支援を中心とした事業を実施する。

　　（２）　指定期間
　　　　　　指定期間は、５年とする。ただし、指定期間満了後は指定校の解除の申出がない限り継続を行う。

　　（３）　愛鳥モデル校に対する指導内容
　　　　　　野生生物保護モデル校と併せて、その他の学校等に対しても、三重県環境学習情報センターと協力して野生生物に関する環境学習の活動に対す

　　　　 る支援を行う。

　　（４）　指定計画
　 （第４０表）

施設の所在地

三重郡菰野町大字
千種地内
（三重県民の森内）

計

平 成 １ ９ 年 度 平 成 ２ ０ 年 度

既設 新設 計既設 新設 計

平 成 ２ ２ 年 度

既設 新設 計

平 成 ２ １ 年 度

既設 新設

平 成 ２ ３ 年 度

既設 新設 計
区　　分

名　　称

野鳥の森

整備年度

昭和５５年度

施 設 の 概 要

案内板　　　　　１組
観察小屋　　　 １棟
水呑場　　　　　１箇所
巣箱　　　　　 ２０個

４．９０ｈａ

面　積

護思想の普及を図る
三重県民の森の一部で、
野鳥観察のできる森とし
て整備している

施 設 の 内 容 施 設 の 方 針 備 考

体験学習を通じて、自然保

２５ － ２５ ２５ － ２５ ２５

　２ － 　２

　０ － 　０

　２ － 　２

　０ － 　０ 　０ － 　０

２５

　０

－ ２５

　２ － 　２

－ ２５

　２ － 　２

　０

２５ －

　０ －
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　０

小学校

中学校

その他の学校等

２５

　２ － 　２

－



 　４　安易な餌付けの防止
　　（１）　方針
　　　　　　鳥獣への安易な餌付けにより、人の与える食物への依存、人馴れが進むこと等による人身被害及び農作物被害を誘因することとなり、生態系や鳥獣
　　　　 保護管理への影響が生じるおそれがあるため、安易な餌付けの防止に係る普及啓発を積極的に推進する。
　　　　　　なお、以下のことに留意するものとする。
　　　　　　安易な餌付け行為が鳥獣に与える影響について県民の理解を得ること。
　　　　　　観光事業者や観光客による鳥獣への安易な餌付けの防止。
　　　　　　生ゴミや未収穫作物等の不適切な管理、耕作放棄地の放置など、結果として餌付けとなる行為の防止。

　　（２）　年間計画
（第４１表）

１２月 １月７月 ８月 ９月 １０月 ２月
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実　　施　　時　　期
４月 ５月 ６月

対象者

安易な餌付け防止
に係る普及啓発

県及び市町の広報媒体を
（広報誌、ホームページ）を
通じて周知を図る。

県　民

３月
重　点　項　目 実　施　方　法

１１月



 　５　法令の普及の徹底
　　（１）　方針
　　　　　　鳥獣保護に関する法令の厳守については、以前より普及啓発に努めてきたが、本計画期間においても引き続き、鳥獣の捕獲許可制度及び鳥獣飼
　　　　 養許可制度等について重点普及事項として周知徹底を図る。

　　（２）　年間計画
（第４２表）

鳥獣の飼養許可
制度について

県及び市町の広報媒体を
（広報誌、ホームページ）を
通じて周知を図る。

県　民
鳥獣の輸入規制
について

鳥獣保護区等に
ついて

狩猟制度について

９月 １０月 １１月

鳥獣の捕獲許可
制度について

対象者
１２月 １月 ２月 ３月

実　施　方　法
実　　施　　時　　期

８月４月 ５月 ６月 ７月
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重　点　項　目


